
保育所等における虐待等通報・相談窓口について 
令和 7 年 10 月から保育所等職員による虐待について、通報義務が設けられました。保

護者等が、保育内容等に対して違和感を覚えたときや保育所等の職員が虐待を受けたと思

われる子供を発見した場合は以下に通報・相談をお願いいたします。 

-------------------------------------------------------------------------- 
通報・相談窓口について（東京都設置） 

①電話受付（平日９時～17 時） 

TEL：０３－５３２０－４５４５ 

②Ｗｅｂフォーム受付 

※左の２次元コードからアクセスできます。 
--------------------------------------- 

各施設の通報    各施設の通報・相談窓口について、詳しくは右の 

2 次元コードからアクセスできる東京都 HP で確 

認できます。 
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【北区保育課の通報・相談窓口】 

東京都だけでなく北区に通報・相談することも可能です。 
 

①保育所（公立公営・公設民営）、一時預かり事業（公立公営・公設民営） 
 

保育課保育運営係 電話：03-3908-9127 
 

②保育所（私立）、一時預かり事業（私立）、病児保育事業、地域型保

育事業、認証保育所、認可外保育施設及び乳児等通園支援事業 
 

保育課私立保育園係 電話：03-3908-1333 
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